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【別添９】 

 

宇部市本庁舎等総合管理業務仕様書 

 

 

第１章 総則 

１ 業務の目的 

本業務は、宇部市役所の本庁舎その他付随する駐車場等（以下「市庁舎等」という。）を

受託者が総合的かつ効果的・効率的・経済的に適正管理することで、庁舎機能の安全性、

利便性を向上させるとともに、建物の美観及び環境衛生を長期的に保全し、業務管理の質

の向上と公務の正常な運営を確保することを目的とする。 

 また、本庁舎では、本市の防災拠点として災害対策活動に必要な設備や機能を備え、更

に環境共生都市にふさわしい環境に配慮した省エネ化・省 CO2 化の取組を行うための設

備も備えており、これらを維持継続するための管理も、併せて確保する。 

 

２ 本仕様書の位置づけ 

本仕様書は、市庁舎等の建物総合管理業務を公募するにあたって事業者に求める業務内

容を整理したものである。本仕様書で提示している事項を満たす限り、事業者のスキルや

ノウハウを取り入れた提案を行うことができる。そのため、審査時点において本仕様書で

求めている事項を満たさないことが明らかな提案については、（宇部市公共施設等包括管理

業務に係る公募型プロポーザル実施要領の参加資格要件を満たさない場合と同様）失格と

する。 

契約の締結にあたっては、企画提案書を踏まえ、本市と契約に係る受託候補者が協議の

上、本仕様書の内容を一部変更することができる。 

契約締結後、業務の実施状況等を踏まえ、年度ごとの業務内容については、本市と受託

者との間で協議を行い、一部増減する可能性がある。更に対象施設の追加等についても、

年度ごとに協議を行う可能性がある。 

なお、２期棟、宇部広場は、現在建設中であり、設備機器の数量や建築面積が確定した

段階で、別途見積を本市に提出し、契約内容に追加するものとする。 

 

３ 件名 

宇部市本庁舎等総合管理業務 

 

４ 業務実施場所及び建物概要 

(1) 所在地  

宇部市常盤町一丁目７番１号他 
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(2) 敷地面積  

１５，５１３．１８㎡  

・建物及び工作物等を含めた敷地内全体を本業務の対象とする。 

(3) 建物規模及び構造 

ア 本庁舎（１期棟） 

建築面積：３，２９９．０８㎡ 

延床面積：１５，８２８．０６㎡ 

構造等：地上６階 塔屋１階 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

建築年：令和４年２月末竣工 

イ 附属棟（駐輪場、ゴミ置場） 

建築面積：３３３．０３㎡ 

延床面積：２４５．７０㎡ 

構造等：平屋建て 鉄骨造 

ウ 宇部市駐車場 

① 立体駐車場 

構造等：鉄骨造 ３層４段式 

駐車台数：２０６台 

② 平面駐車場 

駐車台数：７０台 

(4) その他 

1 期棟、2 期棟に附属する施設、設備の管理は一体的に行うことで、効果的・効率的 

かつ安心安全な管理と併せて、経費削減が見込めることも明らかであるため、契約締 

結後、附属施設、設備の増加があったときは、契約内容に追加するものとする。 

 

５ 基本方針 

市庁舎等は市政全般にわたる中心的な行政拠点であることから、本業務にあたっては以

下の点に留意し業務を行うものとする。 

・来庁者が利用しやすく、安全で、衛生的な管理とすること。 

・災害時の防災拠点としての機能が発揮できるよう管理すること。 

・市庁舎等の美観及び環境に配慮した管理を行うこと。 

・施設の性能を適切に維持し、長期的な耐久性が確保される管理とすること。 

・業務品質の維持向上、維持管理コストの縮減に努めること。 

・庁舎及び設備、人の動線に配慮したセキュリティの確立に努めること。 

・快適性が高く、市民が憩える空間となるよう管理すること。 
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６ 業務内容 

(1) 基本的な業務の内容は以下のとおりとし、詳細は個別業務仕様書を参照のこと。 

ア 統括管理業務 

イ 設備管理業務 

ウ 設備点検業務 

エ 保安警備業務 

オ 清掃管理業務 

カ 宿日直業務 

キ 電話交換業務 

ク 宇部市駐車場誘導等業務 

ケ その他本市が指示する業務 

(2) 受託者は、追加サービスの提案を行い、本市と協議の結果、本業務の一部として実施す

ることができる 。 

(3) 受託者は、本仕様書に記載がなくても、本業務の性質上当然行うべきものにおいて、総

合的に管理する者として責任を持ち、自主的かつ計画的に行うものとする。 

 

７ 業務履行期間、準備期間及び従事時間 

(1) 業務履行期間は、令和 7 年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。令和 7 年

３月下旬までを履行開始に際しての準備期間とし、受託者においては、この期間に本業

務に必要となる人員の育成や機器の準備等、業務を適正に履行できる体制を整えるこ

と。 

(2) 従事時間は基本的に各個別業務仕様書のとおりとするが、次表の開庁日及び閉庁時間

を参考に本市と協議して従事時間を設定することができる。 

施設名称 休日 開庁日 閉庁時間 

市役所本庁舎 宇部市の休日に関する条例

（平成２年条例第１５号）

第１条第１項に規定する市

の休日 

左記休日以外の

日 

８時３０分から１７

時１５分まで（窓口

延長あり） 

宇部市駐車場 なし 常時供用 なし 

 ※１ 休日開放可能エリアの開放時間は協議の上、決定する。 

 ※２ 休日及び時間外に開庁する課（室）がある。 

 

８ 業務体制 

(1) 業務の責任者及び従事者 

ア 統括管理責任者（１名選任・常駐） 

・統括管理責任者は、本仕様書第 1 章６業務内容に示した各業務（以下「全業務」と 
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いう。）を掌握するとともに、本市との協議の際の意思決定や予算上の措置等必要 

な判断を行う。 

・設備管理責任者を兼務する。 

イ 設備管理責任者（１名常駐） 

・設備管理責任者は、建物総合管理の業務に従事した経験を有し、全業務が円滑に 

実施されるよう管理・監督を行う。 

・設備管理責任者は、自社が雇用しているもので、建築物環境衛生管理技術者の資 

格を有している者とする。 

・設備管理責任者は常駐とし、本業務以外の施設との兼務は出来ないものとする。 

ウ 設備担当者（１名常駐） 

・設備担当者は、本庁舎内の各設備監視及び点検調整を行う。 

エ 業務責任者（保安警備業務、清掃管理業務に１名選任） 

・各業務の責任者は、実務経験と必要な技術を有し、業務従事者を指揮するとともに、 

各業務間の調整を行う。 

オ 業務従事者 

・業務内容に応じた知識と技能を有する者でなければならない。 

・各業務において法令により資格を要する業務を行う業務従事者は、専門技術者、有 

資格者でなければならない。 

 

９ 従事者に対する管理義務 

(1) 従事者の管理 

来庁者から、設備管理責任者、業務責任者及び業務従事者（以下「従事者」という。）

が市役所等に勤務する職員として応対を求められることが想定されるため、受託者は、

従事者の勤務態度等を把握して、十分な管理に努めること。なお、業務の一部を第三者

へ委託（以下「再委託」という。）する場合においても同様とする。 

(2) 従事者の届出等 

ア 従事者届 

・受託者は、顔写真を含めた従事者の名簿を本市へ提出すること。再委託した業務 

の従事者についても同様とする。 

・資格を要する業務に従事する従事者については、免許証等の写しも提出すること。 

官公庁への届出等で免許証等の原本が必要な場合は、一時的に預かることがある。 

イ 変更届 

・受託者は、従事者に変更があった場合は、従事者の変更届を速やかに本市へ提出 

すること。 

・従事者の変更にあたっては、必要かつ十分な引継ぎを行い、業務の遂行に支障を 

きたさないようにしなければならない。 
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・再委託した業務の従事者についても同様とする。  

ウ 緊急時の報告 

・従事者が病気その他の理由により欠勤し、業務に支障をきたすおそれのあるとき 

は、補充者を充てること。 

・補充者を充てたときは、本市にその旨の報告を行うこと。ただし、当該業務等に対 

する経験者又は有資格者であること。 

(3) 服務規程等 

ア 受託者は、従事者の服務規程を定めなければならない。従事者はこの服務規程を遵

守し、来庁者等の応対に十分注意しなければならない。 

イ 従事者は、業務の内容に応じた被服、名札等を着用すること。これに要する費用は

受託者の負担とする。 

ウ 点検や修繕等の作業実施にあたり、必要に応じて作業中であることの標識の掲示や

立入防護柵の設置等を行うこと。 

エ 受託者は、業務の遂行にあたって、安全及び衛生管理に十分に注意し、事故等の発

生の防止に努めなければならない。万一、事故が生じたときは、直ちに本市に連絡

するとともに、受託者の責任において処理し、本市にその経緯と結果を報告しなけ

ればならない。また、事故等の再発防止策を立案し、本市に報告するものとする。 

オ 火気を扱う場合は予め防火管理者及び火気取締責任者の承認を受けるとともに、十

分注意すること。 

カ 敷地内禁煙を遵守すること。 

キ 故意又は過失により、施設及び物品等を破損した場合は、受託者の責任において原

形復旧しなければならない。破損したことにより業務に支障をきたす場合は、復旧

までの間、代替品を用意する等の措置をとること。 

ク 資格を要する業務に従事する従事者は、適宜確認できるよう免許証等を常時携帯し

ておかなければならない。 

(4) 教育研修 

ア 受託者は、従事者の教育研修を適宜行うこと。特に初任者に対しては、業務の実施

について必要な研修を業務従事前に実施すること。 

イ 設備管理責任者は、業務責任者及び業務従事者の教育研修の受講状況を把握すると

ともに、業務の質の向上に努めること。 

 

10 従事者に対する措置請求 

本市は、その都度、業務の履行検査を行い、業務の履行について著しく不適当であると 

認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書類により、必要な措置をとる 

べきことを請求することができる。 

この場合、受託者は、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日か 
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ら１０日以内に、その決定事項を本市に報告しなければならない。 

 

11 再委託 

受託者が再委託の相手方（以下「再委託先」という。）に管理業務の一部を委託する場

合の取り扱いは次のとおりとする。なお、受託者は、業務の全部又は主たる部分である統

括管理業務及び設備管理業務を一括して再委託先に請け負わせ、又は委託してはならない。 

(1) 再委託を行う場合、緊急対応が可能な者とすること。 

(2) 受託者は、あらかじめ、委託業務に関する委託理由を記した「再委託に関する届出書」

（【別添４】様式第１８号）（以下「届出書」という。）を提出すること。 

(3) 本市は、届出書に記載された委託業務及び委託理由を確認し、受理と併せて承認を行う。

ただし、委託することが不適当と認められた場合、届出書を不受理とすることができる。 

(4) 受託者は、届出書を受理された委託業務について、再委託先と業務委託契約を締結した

場合、又は当該契約に変更があった場合は、業務委託契約書（仕様書を含む。）の写し

を本市に提出すること。 

(5) 再委託する場合であっても、業務従事者は全て、本仕様書及び宇部市公共施設等包括管

理業務委託公募型プロポーザル実施要領に定める事項を遵守すること。 

(6) 本市は、毎年度１回以上、受託者及び再委託先への聴取により、契約内容等の適正性を

確認する。 

 

12 施設情報の集約と一元管理 

(1) 受託者は、中央監視システム、ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）を活

用し、庁舎管理の情報を一元管理すること。 

(2) 中央監視システム、ＢＥＭＳに蓄積したデータは、庁舎の管理データとして継続的に活

用ができるものとすること。 

(3) 中央監視システム、ＢＥＭＳは、独立したネットワーク環境を構築しており、その管理

運用等については「宇部市情報セキュリティポリシー基本方針」等を遵守すること。 

 

13 遵守事項 

(1) 法令等の遵守 

受託者は、以下の法律、条例及び規則等（以下「関係法令等」という。）を遵守し、誠 

実に業務を遂行しなければならない。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

ウ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

エ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

オ 警備業法（昭和４７年法律第１１７号） 
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カ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

キ 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号） 

ク ガス事業法（昭和２９年法律第５１号） 

ケ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

コ 水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

サ 下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

シ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

ス エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号） 

セ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号） 

ソ 環境基本法（平成５年法律第９１号） 

タ 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

チ 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

ツ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号） 

テ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

ト 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１条） 

ナ 宇部市庁舎管理規則（平成１９年規則第３０号） 

ニ 宇部市庁舎等防火管理規程（昭和６２年規程第 2号） 

ヌ 宇部市財務規則（昭和４４年規則第４号） 

ネ 宇部市行政財産使用料徴収条例（平成１４年条例第３０号） 

ノ 宇部市立体駐車場条例（令和４年条例第１９号） 

ハ その他本業務に関係する法令等 

(2) 守秘義務 

受託者並びに従事者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。当該守 

秘義務は、契約期間満了後若しくは契約の解除後においても継続する。 

(3) 法改正等の情報収集 

関係法令等の改正、改定に関する情報収集に努め、本市にその情報を提供するととも 

に、業務を変更する必要が生じた場合、速やかに本市と協議すること。 

(4) 関係法令等に基づく届出 

業務履行前には、必ず関係法令等に基づいた事前の届出等を完了すること。また、変 

更した際に必要な届出についても同様とし、関係法令等による期日までに行うこと。 

(5) 再委託先 

関係法令等の遵守及び守秘義務は、再委託先に対しても同様とし、受託者は再委託先 

の指導その他責任を負うものとする。 

 

 

14 事象別の基本的な対応 
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受託者は次のとおり対応できる体制をとること。また、緊急時の連絡網及び体制表を 

事前に本市に提出すること。 

(1) 通常時 

ア 打合せ及び協議 

・本市と打合せ又は協議を行う場合、統括管理責任者が出席すること。 

・統括管理責任者は議事録を作成し、内容を整理すること。また、本市が求めた場 

合は、議事録を本市へ提出すること。 

・統括管理責任者は打合せ内容又は協議内容を、業務責任者及び業務従事者へ的 

確に伝達すること。 

イ 報告 

・業務遂行に際し、本業務の管理を担当する部署の職員（以下「監督職員」という。） 

に必要な報告を行わなければならない。 

(2) 緊急時 

ア 不具合発生時 

・受託者は、不具合が発生したときは、現場に急行し、必要な処置を講じるととも 

に、監督職員に連絡すること。 

・受託者は、現場状況から緊急的に修繕する必要があると判断したとき、監督職員 

に連絡し、その指示を受けなければならない。 

イ 不審者侵入及び火災発生時 

・受託者は、市庁舎等の巡回及び監視カメラシステム等により監視を行い、異常を 

発見したときは、現場に急行し、緊急対応及び避難誘導を行う。また、警察署及 

び消防署への通報を行うとともに、監督職員に連絡すること。 

・受託者は、上記の連絡を受け現場に駆け付けた監督職員と協力し、解決に努めな

ければならない。 

(3) 災害等発生時 

ア 受託者は、災害等が発生した場合、本市の指示に従い、災害拠点体制づくりの支援、

協力を行うものとする。 

イ 受託者は、災害対策本部等が開設されたとき、必要に応じて、本市の復旧活動に協

力するものとする。 

ウ 受託者は、災害が発生した場合、来庁者等の安全確保のため、避難誘導を行う。ま

た、臨機応変に行動ができるよう、本市が実施する避難訓練等に参加しなければな

らない。 

エ 受託者は、業種別の感染拡大予防ガイドライン(※１)等を参考に、食中毒、新型イン

フルエンザ及びその他感染症について、平時から必要な感染症拡大防止対策を講じ

るとともに、感染症発生時には、保健所及び本市の指示に従い、協力して、市庁舎

等での適切な措置を講じること。 
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※１  https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00028.html 

 

15 委託料の支払 

令和N 年度の委託料は、令和 X年度（前回改定年度）の前年（X―１）の山口県最低賃 

金と令和（N―１）年の山口県最低賃金を比較して、３.０％を超える変動があった場合、

当該率の２分の１の変動率をもとに令和 N年度の委託料を改定するものとする。 

（対象：【別添５】保守点検等業務見積書の価格見直し区分が「総合管理」になっている業

務） 

① 計算方法 

Pn=P（n―1）×｛（変動率ｎ×１/２）+１｝ 

Pn   ：令和N年度の委託料（小数点以下切り捨て） 

P（n―1)：令和（N―1）年度の委託料  

変動率 n ：
令和(Nー１)年の山口県最低賃金ー令和(X−１)年(前回改定年度の前年)の山口県最低賃金

令和(Ｘ−１)年の山口県最低賃金
 

ただし，▲０.０３０≦変動率≦０.０３０の場合は改定しない。 

 

※（変動率ｎ×１/２）に小数点以下第４位未満に端数が生じた場合は、四捨五入。 

② 参考 

厚生労働省 山口労働局HP 

https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/home.html 

 

16 備品・資料の貸与及び適正管理 

(1) 業務その他遂行上必要な備品・資料等については、本市が受託者に貸与する。ただし、

本仕様書「17 費用負担」に定める受託者負担の備品を除く。 

(2) 受託者は、本市から貸与されている備品・資料等について、紛失、滅失、棄損、情報の

漏洩、改ざん及び不正アクセス等の防止を行い、適正に使用しなければならない。 

(3) 受託者は、本市から貸与されている備品・資料等について、本市の許可なく複写・複製、

目的外使用、持ち出し、廃棄を行ってはならない。 

(4) 受託者は、本市から貸与されている備品・資料等について、業務が完了したとき、又は

契約が解除されたときは本市に返還し、又は本市の指示に従い破棄しなければならな

い。 

(5) 再委託先への貸与が必要な場合は、事前に本市の許可を得ることとする。また、上記(2)

～(4)の規定を再委託先にも適用するものとする。 

 

17 費用負担 

委託にかかる消耗品及び備品類等の費用負担は、次表による。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00028.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/home.html
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負担者 本市 受託者 

施設・設備関係 電球類 

機器交換部品等 

・非常用発電機燃料（軽油） 

・処理溶剤類 

・機器の修理 

・パッキン、グリス等の交換部品

等 

※交換用空調フィルター 

雨水薬注装置殺菌剤 

点検に必要な工具類 

・ドライバー、軍手、ウエス等 

脚立、清掃高所作業車 

測定用薬剤 

・留塩素測定用溶剤等 

業務従事者用消耗品 

・作業着、手袋等 

測定機器類 

・接地抵抗、空気環境測定器等 

清掃関係 事業系一般廃棄物収集袋 

トイレ用品 

・トイレットペーパー 

・手洗い用液体石鹸 

・消臭剤 

・手指消毒液 

掃除用具 

・掃除機、モップ等 

清掃用薬剤 

・洗剤、ワックス等 

清掃員用消耗品 

・作業服、手袋等、左記以外のゴミ

袋。 

警備関係 警備用品等 

・ロープ 

・カラーコーン等 

・ベッド（フレームのみ） 

警備消耗品等 

・警備員用制服、靴、名札等一式 

・警備用具 

・宿直用寝具等 

共通 ロッカー、机、いす 

固定電話 

・代表電話受付、内線連絡用 

各業務にかかる光熱水費等 

事務用消耗品 

携帯電話(通信費含む。) 

パソコン(通信費含む。) 

複合機 

その他  その他、業務上必要とするもので

市が使用を許可したもの 

 

18 保険への加入 

(1) 受託者は、業務遂行中、受託者の過失により生じた市の損害について、その損害を賠 

償するため、損害賠償保険等に加入すること。 

(2) 賠償限度額は、対人賠償及び対物賠償を併せ１事故１億円以上とする。また、その賠 

償責任保険付証明書等を契約締結時に提出すること。 

 

19 事故防止の努力 

(1) 受託者は、業務の実施にあたって、常に事故が起こらないように細心の注意を払うこと。

再委託先も同様とする。 

(2) 受託者は、施設の運営等に支障をきたさないよう、設備機器の点検業務等は、事前に作

業日時、作業方法等を監督職員と十分協議の上、決定すること。 

(3) 受託者は、作業を行う上で、既存部分に汚染又は損傷のおそれがある場合は、適切な方
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法で養生を行い、作業完了後は作業部分の後片付け及び清掃を行うこと。 

(4) 受託者は、高所による清掃や作業を行う際には十分な安全対策を行うこと。 

 

20 業務の共有化 

(1) 受託者は、各業務の実施手順等をまとめた管理マニュアルを作成し、業務の共有化を図

ること。 

(2) 受託者は、本業務の対象施設の建築物及び設備の更新、更に各業務の実施手順の変更等

がある場合、監督職員と協議の上、準備期間を設定し、その期間内に管理マニュアルを

変更すること。 

(3) 受託者は、契約期間満了時又は履行期間中の契約解除等があった場合、新たな受託者に

対し管理マニュアル、点検、保守等の記録等を引継ぎ、業務に支障のないように努めな

ければならない。ただし、これに係る費用は引継前の受託者の負担とする。 

 

21 受託者の責任 

(1) 受託者は、従事者の風紀及び規律に関し、一切の責任を負うものとする。 

(2) 受託者は、従事者が業務実施にあたり、建物、工作物等又は第三者に対して損害を与え

たときは、損害賠償の責任を負うものとする。ただし、建物及び施設の不完全・不具合

等受託者の責めに帰さない原因によるときは、この限りではない。 

 

22 追加サービスの実施 

受託者は、本業務の基本方針に沿って、より充実した施設管理に寄与する追加サービス

について、自ら提案できることとし、本市との協議を経て決定した内容に基づき、本業務

の一部として実施することができる。 

 

23 その他事項 

本業務の実施について、疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項については、 

必要に応じて本市と受託者とが協議の上定めることとする。 
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第２章 個別業務仕様書 

第１節 統括管理業務 

１ 実施体制 

(1) 配置人員 

統括管理責任者（１名常駐） 

・統括管理責任者は、自社が雇用している者で、かつ建物総合管理を主として行った業 

務の実績がある者とする。 

・統括管理責任者は、建築物環境衛生管理技術者の資格を有していること。 

・統括管理責任者は、本仕様書第１章６に規定する全業務を統括し、管理・監督すると

ともに、全業務の問題点などを調整するマネジメント能力及びコミュニケーション能

力を有する者とする。 

※業務期間中において、真にやむを得ない事情により、統括管理責任者の交代がある場

合、後任の統括管理責任者は前任者と同等の資格及び能力、資質を有する者を充てる

こと。なお、その際には、本市と事前の十分な協議を行うものとし、了解を得たうえ

で配置すること。 

(2) 業務時間及び配置等 

ア 基本業務時間は、開庁日の８時３０分から１７時３０分までとする。ただし、本市が

運営上、基本業務時間の変更又は延長する必要があるときは、これを受託者に求める

ことができるものとする。 

イ 統括管理責任者が不在の場合は、設備担当者がその業務を兼ねることができる。 

ウ 業務時間中は、常時連絡が取れる体制をとること。 

 

２ 全業務の統括管理 

ア 各業務の従事者の管理指導及びマニュアル等の運用の監督並びに諸問題の解決など

を行う。 

イ 統括管理に必要な書類の作成を行う。 

① 計画書・各種マニュアル等 

書類 内容 提出時期 

総合管理計画書 

全体業務実施体制、実施方針及び業務計画、そ

の他必要事項や各業務の作業日誌書式など管

理全般について具体的に示したもの 

・本業務開始前まで 

・内容変更時 

作業計画書 

総合管理計画書に基づき、業務別に、実施日時、

作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、

業務を行う者の氏名、安全管理等を示したもの 

・本業務開始前まで 

・内容変更時 

年間予定表 
作業別に、年間の作業実施予定計画を示したも

の 

・年度開始日まで 

・内容変更時 

月間予定表 
作業別に、月間の作業実施予定計画を示したも

の 
・前月末日まで 
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実施体制組織図 
総合管理計画書の全体業務実施体制を組織図

にしたもの 

・本業務開始前まで 

・内容変更時 

緊急時対応マニ

ュアル 

緊急時の連絡体制や対応、避難経路などを示し

たもの 

・本業務開始前まで 

・内容変更時 

クレーム対応マ

ニュアル 
クレームがあった際の対応を示したもの ・本業務開始前まで 

電気保安規程 電気事業法に基づく宇部市役所の保安規程 ・本業務開始前まで 

安全管理マニュ

アル 

事業別に、安全及び環境衛生に対する基本的な

考え方、想定される事故やその原因となる対応

策等を示したもの 

・本業務開始前まで 

・内容変更時 

接遇マニュアル 
施設利用者に対する接遇対応の基本や実践方

法等を示したもの 
・本業務開始前まで 

管理マニュアル 
業務別に、業務内容、作業手順、作業上の注意

事項等を示したもの 
・業務開始後 

機器台帳、備品

台帳、鍵管理台

帳 

各台帳の管理（整備・修繕記録を含む） 
・内容変更時 

・随時更新 

② 報告書 

書類 内容 提出時期 

総合管理業務報

告書（月報・年

報） 

業務全体の実施状況、計画に対する進捗状況、

課題・提案事項等を示したもの 

・毎月末から翌月３

開庁日まで 

業務日誌 業務の実施状況及び結果等を記載したもの ・翌日 

事故記録 事故及び不具合の状況を記載したもの ・随時 

エネルギー管理

報告書（月報・

年報） 

各設備の使用水量、油量、ガス量、電気量を把

握・分析し、快適かつ効率的な対応措置を示し

たもの（結果報告・改善提案） 

・毎月所定の期日 

立会記録簿 
設備管理業務について、定期点検、検査、修繕

等の立会記録及び報告内容を示したもの 
・当該業務実施後 

設備管理チェッ

クリスト 

設備管理業務について、必要なチェック項目及

びその結果を示したもの 
・法令による 

官庁届出書類等 
官庁届出書類・検査表・許認可証等の写しを保

管 
・法定による 

・定めのない書類であっても、本業務の実施にあたり必要なものは、提出及び保管する 

こと。 

・各書類について、本市の要求があった場合は、電子データで提出し、本市に帰属する 

こととする。 

ウ 各業務の作業報告書を確認し、本市へ提出する。 

エ 施設運転管理に関する提案を行う。 

オ 本市及び各業務間の連絡調整を行う。 

カ 本市が作成する消防計画の作成補助及び消防訓練の支援を行う。 
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キ 各業務、点検などの事務管理を行う。 

 

３ 業務の引継ぎ 

(1) 引継期間 

受託者は、本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設

け、次期受託者が円滑に業務を行えるよう十分な引継ぎを行うこと。その際、マニュア

ル等の関係書類も引き継ぐものとする。 

(2) 引継業務 

ア 本市の指示のもと、新たに管理業務を行う者に対し、従前に本市へ提出した資料等の

内容説明を行うこと。 

イ 各業務の実地での内容説明及び設備機器の操作方法の伝達を行うこと。 

ウ 新たに管理業務を行う者からの質問へ適宜回答すること。 

エ その他引継ぎに必要な業務について、協力し適正に行うこと。 

(3) 留意事項 

ア 業務の引継ぎにあたっては、受託者自らの責任において、各業務の円滑な運用が継続

できるように努める。 

イ 業務の引継ぎにかかる費用は、受託者の負担とする。 

 

第２節 設備管理業務 

１ 実施体制 

(1) 配置人員 

ア 設備管理責任者（１名常駐） 

・設備管理責任者は、統括管理責任者が兼務するものとする。 

イ 設備担当者（１名常駐） 

・設備担当者は、自社が雇用している者で、電気・機械設備等の運転、点検保守業 

務に３年以上携わり、実務経験及び知識が豊富な者を配置する。 

・第２種電気工事士の資格を有していること。 

(2) 業務時間及び配置等 

ア 基本業務時間は、開庁日の８時３０分から１７時３０分までとする。ただし、本市が

運営上、基本業務時間の変更又は延長する必要があるときは、これを受託者に求める

ことができるものとする。 

イ 設備管理責任者が不在の場合は、設備担当者がその業務を兼ねることができる。 

ウ 受託者は、事前に勤務体制及び勤務シフト等の報告書を月毎に本市へ提出しなければ

ならない。 

エ 業務時間中は、常時連絡が取れる体制をとること。 
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２ 日常点検保守及び運転監視等 

関係法令等に基づき、対象の施設、設備等の日常点検保守及び運転監視を行う。 

(1) 本庁舎、工作物、宇部市駐車場（以下「建築物等」という。） 

ア 日常点検 

目視等の簡易的な方法等により建築物等の劣化及び不具合の状況を把握し、本市に

報告する。 

イ 保守 

対象施設等における破損や故障箇所の軽微な修繕は受託者負担で修繕し、それ以外

は本市と協議し決定する。ただし、来庁者及び職員、又は、建築物等自体に影響が出

るような緊急時における応急処置は、程度にかかわらず早急に実施し、本市に報告す

ること。 

(2) 設備機器 

ア 運転監視 

中央監視システムを用いて適正に管理が行えるよう、次のとおり運転監視を行う。 

・設備機器の起動・停止の操作 

・設備機器の運転状況の監視、計測、記録 

・室内温度を適正に保つための機器の制御、設定値調整 

・季節毎の運転切り替え 

・設備の異常発生時の対応 

・その他協議により定めた事項 

イ 日常点検 

設備機器の所定の機能を保持し、故障などを未然に防止するため、次のとおり日常

点検を行う。 

・電気、機械など主要な設備機器は、１日１回以上巡回して異常の有無を確認 

・本仕様書に記載されたその他設備機器の日常点検について、手順や方法等を 

計画し、本市の承認を得て実施 

ウ 保守 

運転監視及び日常点検の結果又はその他連絡等により確認した不具合箇所につい

て、次に掲げる軽微な補修は受託者負担で行う。工具、補修費用等も同様とする。 

・汚れ、詰まり、付着等がある部品の清掃 

・取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

・ボルト、ねじ等の緩みがある場合の増し締め 

・潤滑油、グリス、充填油等の補充 

・接触部分、回転部分等への注油 

・電球（LED）類、ヒューズ類、パッキン類、フィルター類の交換作業 

・軽微な損傷がある部分の補修 
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・塗装(タッチペイント程度) 

・給排水設備に関連するパッキン類の交換 

・その他軽微な作業で協議により定めた事項 

エ エネルギー管理 

ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）を用いて建物で発生するエネル

ギーの管理（デマンド管理を含む）、室内環境管理を行い、省エネに努めること。 

・エネルギー消費確認（定期的に系統別・用途別エネルギー消費量を確認し、不 

適切なエネルギー消費がないかを確認すること。） 

・不適切事項の理由分析と改善（エネルギー消費確認等で判明した不適切な状況 

をＢＥＭＳにより原因等を分析し、改善策の立案・実行、効果を検証すること。） 

(3) 記録及び報告 

・日常業務の業務日誌、保守点検記録、各種機器の修理・不具合記録等は、ＢＥＭＳを 

活用して一元管理するものとし、本市の承認又は確認を受けるものとする。 

・設置している機器等に異常が生じた場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、 

処置方法及び対策方法を本市と協議する。 

(4) 修繕及び補修等費用の負担 

不具合が明らかとなった建築物等及び設備機器について、受託者自らが保有する資

材等を用いて従事者が行う軽微な修繕及び補修等のほか、本市との協議のうえで実施

する修繕及び補修等で、１案件当たりの見積額が１０万円未満のものについては、受託

者の負担で行うものとする。ただし、各年度における受託者の負担額は５０万円を上限

額とする。各年度の上限額を超過する分の修繕及び補修等については、本市の負担で実

施するものとする。本市が負担する修繕及び補修等については、受託者が指名する業者

に行わせ、当該費用を、本市は受託者に支払い、受託者は施工者に支払うものとする。 

 

３ 庁舎管理 

(1) 各種災害時の対応 

・各種気象予報に基づく施設の安全確保 

・災害など異常事態発生時の来庁者等の避難誘導 

(2) 環境衛生管理 

・統括管理責任者を建築物環境衛生管理技術者として選任するものとし、関係法令等に 

基づいて、建築物等の快適な環境衛生を確保するため必要な点検・チェックを行い、 

適切に管理するものとする。 

 

４ 計測機器、工具及び消耗資材 

本業務の履行に際し、必要となる計測機器、工具及び消耗資材は、設備機器に付属する 

特定の部品等を除き受託者の負担とする。 
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５ 緊急事態に伴う報告及び処置 

本業務中に異常又は事故等の発生を発見した時は、臨機応変に適切な措置を講じるとと 

もに、必要に応じて速やかに監督職員に連絡するものとする。 

 

６ その他 

本業務中において、設備の点検で発生した産業廃棄物の処理は、受託者の負担とする。 

なお、その際のマニフェスト等の書類については、５年間の保存期間が必要となる。 

 

第３節 設備点検業務 

１ 実施体制 

(1) 配置人員 

ア 設備管理責任者（常駐１名） 

・設備管理責任者は設備担当者を兼務できる。兼務でない場合は、設備管理業務の設 

備担当者に必要な要件を満たしていること。 

・電気主任技術者その他資格を有する者は、設備点検員に代わりその資格に応じた点 

検を行うことができる。 

イ 業務従事者（設備点検員：業務に必要な適当数） 

・法定点検を行う設備点検員は、点検に必要な資格を有する者であること。 

・設備点検員は、資格者証の提示を求められた場合は、資格証を提示すること。 

 

２ 法定点検 

関係法令に係る主な法定点検は以下のとおりとする。なお、それぞれの設備機器の仕様 

を参照のもと点検周期、点検内容等を決定し、適切に実施すること。「【別添１１】設備管 

理業務一覧」に示す点検周期及び点検内容を参照すること。 

なお、受託者は、下記に明記されていないものでも必要と判断される事項については適 

正に実施すること。 

法 点検対象 周期 内容 点検資格 その他備考 

建築基準法、同施行

規則 

 

山口県建築基準条

例 

 

宇部市建築基準法

施行細則 

敷地 

構造 

防火 

避難 

３年１回 定期調査 一級建築士 

二級建築士 

 

建築物調査員 

建築設備等検査員 

免震装置 

換気設備 

排煙設備 

非常用照明装置 

給排水衛生設備 

１年１回 定期検査 火気使用室・無窓居室 

-― 

― 

ビル管・水道を除く 

エレベーター １年１回 定期点検 昇降機検査資格者（点検 ＥＶ：毎月自主点検(フルメ
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労働安全衛生法等 昇降リフト １年１回 性能点検 はメーカー系によるフル

メンテ。リフトはPOG） 

ンテナンス) 

照明設備 半年１回 照度測定 ― ― 

機械換気設備 ２箇月１回 点検 ― ― 

空調設備 ２箇月１回 一酸化炭素含有率 ― 中央管理方式 

建築物衛生法 空調用設備 毎月１回 点検 ― 冷却塔、冷却水管、加湿装置 

１年１回 清掃、レジオネラ属菌 ― 

衛生環境 ２箇月１回 空気環境測定 ― ― 

半年１回 建物内定期清掃 

鼠・昆虫等防除 

― 

― 

― 

― 

給水設備（雑用水） ２箇月１回 大腸菌、濁度検査 ― 

― 

― 

― 

― 

― 

随時 清掃 

１週間１回 遊離残留塩素等測定 

排水設備 半年１回 維持管理 ― ― 

消防法 消火設備 

警報設備 

避難設備 

非常用発電設備 

半年１回 外観点検 

作動点検 

消防設備士 

消防設備点検資格者 

― 

― 

１年１回 総合点検 

漏洩検査 

― 

燃料地下タンク 

電気事業法 自家用電気工作物 毎月１回 定期点検 電力会社 

電気主任技術者 

電気主任技術者の選任（保

安管理外部委託制度）停電

点検、保安規定 

１年１回 年次点検 

太陽光発電設備 半年１回 定期点検 

フロン排出抑制法 空調設備 ３年１回 

１年１回 

１年4回 

定期点検 

〃 

簡易点検 

冷媒フロン類取扱技術

者・冷凍空調技術士・冷

凍空気調和機器施工技能

士等 

７.５kW以上５０kW未満 

５０kW以上７.５kW未満 

 

３ 自主点検（保守を含む） 

主な自主点検は次のとおりとする。点検周期や点検内容等は、それぞれの設備機器の仕 

様を参照して計画し、実施すること。「【別添１１】設備管理業務一覧」に示す点検周期及 

び点検内容を参照すること。 

ただし、下記に明記されていないものでも、必要と判断される事項については適正に実 

施すること。 

・自動ドア保守点検業務 

・免震装置保守点検業務 

・トイレ設備点検業務 

・ＡＥＤ設備保守点検業務 

・排気窓、換気窓事後保全業務 

・コージェレネーション設備保守点検業務 

・太陽光発電設備保守点検業務 

・照明器具保守点検業務 
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・照明制御システム保守点検業務 

・分電盤、動力盤、端子盤保守点検業務 

・構内電話交換設備保守点検業務 

・情報表示設備保守点検業務 

・誘導支援設備保守点検業務 

・トイレ等呼出設備保守点検業務 

・電気時計設備保守点検業務 

・テレビ共同受信設備保守点検業務 

・監視カメラシステム保守点検業務 

・登退庁設備保守点検業務 

・議場設備保守点検業務（５階委員会室の音響設備保守点検を含む。） 

・入退室管理設備保守点検業務（５階デジタル推進課の静脈認証装置メンテナンスを含 

む） 

・急速充電器設備保守点検業務 

・空調設備保守点検業務（熱源機器保守点検を含む。） 

・空調ポンプ設備保守点検業務 

・換気設備保守点検業務 

・自動制御設備保守点検業務 

・太陽熱集熱設備保守点検業務 

・フィルター等清掃業務（室内機、空調機、全熱交換器、デジカント外調機等のフィル 

ターを含む。） 

・給水設備(上水)保守点検業務 

・給湯設備保守点検業務 

・排水ポンプ保守点検業務 

・雨水処理設備保守点検業務 

・槽清掃業務（受水槽(空調用)、蓄熱槽、雨水貯留槽、消火用水槽清掃、湧水槽） 

・緊急汚水槽清掃（使用時の事後清掃及び汚泥処理） 

・雑用水水質検査業務 

・宇部市駐車場管制設備保守点検業務※（現金回収、釣り銭補充等日常管理を含む。） 

・トイレ衛生装置等維持管理 

・靴ふきマットリース 

・両者協議の上、必要とされる保守点検業務 

 

※宇部市駐車場管制設備保守点検業務（現金回収、釣り銭補充等日常管理を含む。）につ 

いては、本市と受託者が協議で定めた事業者に行わせ、本市が当該事業者に直接指示等 

するものとする。なお、当該事業者の実施する業務のうち、現金回収、釣り銭補充等の 
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現金等取扱業務に関して発生した損害等については、受託者は何らの責めも負わない。 

 

４ 設備概要 

(1) 消防用設備（本庁舎及び立体駐車場）：自動火災報知設備、ガス漏れ報知設備、防火・

防排煙設備、非常放送設備、非常照明、誘導灯、誘導標識、消火器、屋内消火栓、連結

送水管、消火水槽、貯水槽、防火水槽、防火戸・シャッター 

(2) 受変電設備：２，９００ｋＶＡ（変圧器７台） 

(3) 発電設備：ガスタービン７５０ｋＶＡ 軽油燃料、コージェネレーション３５ｋＷ×３

台、太陽光発電設備４４ｋＷｈ 

(4) 発電機用地下タンク：軽油・３０，０００㍑ 

(5) エレベーター設備：１３人乗り×４基（立体駐車場含む）、１５人乗り×１基、垂直型

段差解消機（車椅子専用）×１基 

(6) 受水槽（空調用）：１㎥×２基 

(7) 緊急汚水槽：５０㎥ 

(8) 中央監視装置：１式 

(9) 熱源機器：詳細は参考資料の設計図面又は別紙「機器一覧表」による。 

(10) 空調機器：詳細は参考資料の設計図面又は別紙「機器一覧表」による。 

(11) 入退室管理システム：１式 

(12) 監視カメラシステム：１式 

(13) 自動ドア：１２箇所 

(14) 加圧給水ポンプ：上水用１組、雑用水用１組 

(15) 雨水貯留槽：５００㎥ 

(16) 電動シャッター：１２箇所 

(17) 電話交換機：1 基 

(18) 音響・映像装置：１式 

(19) 太陽光発電設備：最大出力５０kW 以上 

(20) 電気時計設備：１式 

(21) 雨水ろ過設備：１式 

(22) 免震設備：１式 

(23) BEMSビルエネルギーマネジメントシステム：１式 

(24) 駐車場管制設備：１式（立体駐車場、平面駐車場内） 

※なお、上記の設備機器等については、建設工事竣工後、増減変更する場合があります。 

 

５ 提供データ 

(1) １期棟建築主体図面 

(2) １期棟電気設備図面 
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(3) １期棟機械設備図面 

(4) 宇部市駐車場図面（立体駐車場） 

(5) 附属棟建築主体図面 

(6) 附属棟機械設備図面 

(7) 附属棟電気設備図面 

上記（1）～(7)までの資料は、「宇部市公共施設等包括管理業務委託公募型プロポーザル実施

要領」に記載のある「参加表明書」を提出した参加者に対し、個別に提供する。 

 

６ その他設備点検業務 

宇部市駐車場の保守及び日常管理については、それら機器の性能に精通して、かつ当該 

機器自体の保守点検を含め、機器の規格に合わせた専用の通信設備の配備等により迅速な 

トラブル対応等を可能とすること。 

(1) インターフォンによる利用客への対応 

(2) 利用客対応中の画像による確認 

(3) 設備信号受信と出動の連絡 

(4) 出口ゲートのリモート操作 

(5) 出口ゲートの開放（精算機、ゲート等の故障発生時） 

(6) ジャーナル・駐車券等消耗品交換、券面・コインつまり等の機器障害発生時の障害対応

要員による現地対応 

(7) 出動による利用客への現地対応 

 

７ 報告書の提出 

(1) 受託者は、保守点検の結果を本市へ報告すること。 

(2) 関係機関へ届出が必要な場合は、期日前に受託者の負担により行うこと。また、提出書

類の写しを本市へ提出すること。 

(3) 点検等の日程は事前に本市と協議すること。また、停電や断水等、来庁者や業務に影響

する場合は、原則、閉庁日に実施すること。 

(4) 保守点検の結果、法令等に適合していない場合は、助言及び軽微な改修を行うこと。 

 

第４節 保安警備業務 

１ 実施体制 

(1) 配置人員 

ア 業務責任者（１名） 

・交代制にて勤務する警備担当従事者の内から１名を業務責任者として選任すること。 

イ 業務従事者（警備担当従事者：２名) 

・配置人員を欠くことがないよう交代制にて勤務すること。 
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・警備業法等に基づく教育を受け、警備業務について、作業の内容判断ができる技 

術力及び必要な技能を有し、実務経験が３年以上の者であること。 

(2) 業務時間 

・開庁日１７時１５分～翌日８時３０分（実働 11.5 時間、仮眠 3 時間、休憩 0.5 時間）  

・閉庁日８時３０分～翌日８時３０分（実働 16 時間、仮眠 4 時間、休憩 4時間） 

 

(3) 労働基準法の遵守 

・受託者は、適正な休憩時間を取れるよう業務計画を行うこと。 

 

２ 業務内容 

(1) 保安警備業務 

ア 施錠点検・運転制御業務 

① 開庁日 

・本庁舎等出入口の開錠と施錠  

７時３０分開錠、１８時００分施錠 

※上記の時間は変更する場合がある。 

② 閉庁日 

・原則、閉庁日は開錠しない。ただし、２期棟完成後に取扱いを変更する予定。 

※イベント等の開催時間により変更する場合がある。 

イ 入退庁管理業務 

① 出入業者等の入退庁管理 

・作業届を提出している業者等の対応 

・入退庁記録簿への記入 

② 市職員等の入退庁管理 

・入退室管理システムのＩＣカードを忘れた職員等の対応 

・職員証の提示、鍵貸出簿への記入、臨時ＩＣカードの貸出と回収 

ウ 市庁舎等の巡回業務（１日 4回程度） 

① 監視 

・不審者、侵入者等発見時の通報及び記録、その他処理 

・不法駐車の発見、記録 

・監視カメラのモニター監視と簡易な機器操作 

・関係業者等への対応 

② 点検 

・施錠箇所 

・火気使用箇所 

・消灯忘れ 
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③ 防火・防災 

・火災の予防、発見時の通報及び関係者への連絡 

・火災状況の把握 

・火災の初期消火活動 

・消防隊への情報提供 

・避難誘導 

・その他必要な業務 

エ 国旗・市旗の掲揚・降納業務 

・開庁日（降雨時は、掲揚しない） 

・８時３０分掲揚、１７時１５分降納 

オ その他業務 

・鍵ボックスの管理 

(2) 受付業務 

ア 代表電話対応業務 

・閉庁時間帯の代表電話対応 

・市職員への緊急連絡対応 

イ 宿日直業務の補助（閉庁時間帯において、宿日直業務員 1名と連携して行うこと。） 

・出産届、婚姻届及び死亡届等の受領並びに報告 

・埋火葬許可証の交付に関する業務 

ウ 郵便物の受付 

エ 公用車鍵管理業務 

・閉庁後の公用車の鍵の保管、受け渡し 

オ 到達文書の保管 

・閉庁日の到達文書を開庁日まで一時保管 

カ その他業務 

・休日夜間の遺失物等の一時預かり 

(3) 業務報告 

翌開庁日に、統括管理責任者は本市へ業務日誌を提出すること。 

 

第５節 清掃管理業務 

１ 実施体制 

(1) 配置人員 

ア 業務責任者（１名） 

・清掃業務従事者の内から１名を業務責任者として選任すること。 

イ 清掃副責任者（１名） 

・清掃業務従事者の内から１名を業務副責任者として選任すること。 
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ウ 業務従事者（清掃業務従事者：業務に必要な適当数） 

(2) 業務日及び業務時間 

ア 日常清掃業務 

・開庁日 

・期日前投票所の開設日、休日開庁日 

※長期連休（宇部まつり、新川市まつり等）に係る休日開放 

エリアの清掃をスポット対応すること。ただし、費用等の詳細は別途協議する。 

イ 定期清掃業務 

・年間計画で計画した日 

ウ 清掃時間 

・一般執務室等の清掃は、８時１５分までに完了すること。 

※一般執務室とは、執務室、市長室、副市長室、教育長室、行政委員会室、福利厚 

生室を指す。 

エ 作業場所及び清掃面積等 

・参考資料（【別添 12】清掃作業基準表）による。 

(3) 年間計画及び人員体制 

・年間計画は、本市の承認を得なければならない。 

・清掃業務従事者の人員体制は、毎月２０日に翌月分の体制表を提出すること。 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び関係法令等に適合するよう実施 

すること。 

 

２ 業務内容 

(1) 日常清掃業務 

床掃き清掃、床拭き清掃、カーペット除塵、屑箱処理、衛生陶器の清掃、巡回清掃、

手洗い用液体石鹸等の補充、エレベーター内清掃、トイレ清掃、拾い掃き清掃、ガラス

戸拭き清掃、鏡及び金属部分磨き、その他提案項目 

(2) 定期清掃業務 

床洗浄ワックス、カーペットクリーニング、ガラス窓清掃、空調機フィルター等清掃、

その他提案項目 

(3) 報告業務 

清掃業務責任者は清掃業務報告書を作成し、統括管理責任者に提出すること。 

(4) その他 

・緑地等の散水、庁舎敷地内の除草は、季節により適宜行うこと。 

・議場は、議会の開催に支障がない時に行うこと。 

・ごみの重量の集計を行うこと。 

・執務室以外の机、テーブル、椅子、消火器等の備品類の清掃を行うこと。 
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・突発的な汚損等の清掃に対応すること。 

・上記(１)、(２)以外で、管理上必要である清掃作業で軽微なものは適宜実施すること。 

・ごみの削減に努めること。 

・可燃ごみは、市指定のごみ袋を使用すること。 

・使用したごみ袋の枚数を記録し、当月末に書面をもって本市へ提出する 

こと。 

 

第６節 宿日直業務 

１ 実施体制 

(1) 人員体制 

開庁日：日直０人、宿直１人  

閉庁日：日直２人、宿直１人 

(2) 業務時間 

ア 宿直業務 

１７時１５分から翌日８時３０分まで 

イ 日直業務 

閉庁日の８時３０分から１７時１５分まで 

 

２ 業務内容 

(1) 文書等の収受 

(2) 代表電話対応及び処理 

(3) 火葬場使用料の徴収業務 

(4) 埋火葬許可証の交付に関する業務 

(5) 出産届、婚姻届及び死亡届等の受領並びに報告 

(6) 戸籍関係届の受領及び報告 

(7) 防災行政無線の受領及び報告 

(8) 行旅困窮者旅費支給業務 

  

３ 業務報告 

   翌開庁日に、統括管理責任者は本市へ日誌を提出すること。 

 

４ 火葬場使用料の取扱い 

火葬場使用料（以下「使用料」という。）の徴収があった際は、当直日誌に種目、金額 

を記入の上、業務報告時に添えて引き継ぐものとする。（引き継がれた使用料について 

は、市民課にて確認の上、会計管理者に払い込むものとする。） 
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５ 領収書の発行 

使用料の領収書の発行は、市民課から交付されている領収書に種目、金額、日付を記

入の上、交付すること。 

 

６ 徴収事務受託者の表示 

徴収事務受託者証を収納窓口等見やすい場所に掲示すること。また、徴収事務受託者

身分証明書を他人に譲渡又は貸与してはならない。なお、受託が解除されたときは、受

託者証及び身分証明書を直ちに返還すること。 

 

７ 管理一般上の注意 

業務中に当たっては、公共性を認識し、来庁者又は市の事務に支障のないよう十分に

注意しなければならない。また、言語、動作に注意し、特に来庁者には失礼のないよう

に、市の体面を傷つけないように心掛けなければならない。 

個人情報及び特定個人情報の取扱いについては、「個人情報及び特定個人情報取扱特記 

事項」を遵守し適正に行うこと。 

 

第 7節 電話交換業務 

１ 実施体制 

(1) 配置人員 

２名 

(2) 業務時間 

開庁日の８時２５分から１７時１５分まで 

ただし、本市の都合により業務を命じたときは、受託者は、本市の指示に従うものとす

る。 

(3) 電話交換室の環境整備に関する業務 

(4) 電話交換室の火気取締り及び戸締りに関する業務 

(5) その他(1)～(4)付随する業務 

 

２ 業務内容 

(1) 本庁舎における内外線電話交換に関する業務 

(2) 電話の故障の連絡に関する業務 

(3) 電話交換室の環境整備に関する業務 

(4) 電話交換室の火気取締り及び戸締りに関する業務 

(5) その他(1)～(4)付随する業務 
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３ 業務の処理及び服務 

受託者は、下記(1)～(6)を遵守しなければならない。 

(1) 業務時間中は、２台の交換台にそれぞれ１人ずつ常時着席し、業務を遂行すること。 

(2) 常に相手に見えない役所の窓口であることを念頭に置き、親切・丁寧な言葉遣い及び迅

速かつ正確に業務を遂行すること。 

(3) 通信の秘密を守り、取扱中聴取した事項は、これを他に漏らさないこと。また、これを

利用しないこと。 

(4) 電話交換以外、みだりに業務に関係のない通話を行わないこと。 

(5) 電話中継台等の備品は丁寧に取り扱い、常に清潔に保つこと。 

(6) その他本市が指示する事項及び関係法令を遵守すること。 

 

４ 業務場所 

宇部市役所本庁舎 5 階電話交換室 

 

５ 業務報告 

翌開庁日に、統括管理責任者は本市へ業務日誌を提出すること。また、電話線の断絶及

び電話交換設備等の故障を発見したときは、速やかに本市に連絡し、指示を受けるものと

する。 

 

６ その他 

(1) 受託者決定後、速やかに機器操作についての説明を受けること。 

(2) その他本庁舎電話交換業務について必要な事項は、別に本市が指示する。 

(3) 電話の転送先については、市職員に問い合わせずとも、電話交換室内で担当部署を判

断できる配置を行うこと。 

(4) (3)を満たさないと本市が認めた場合は、契約を解除する場合がある。 

(5) 上記(4)に契約の解除により受託者が損害を受けた場合であっても、受託者は本市に損

害賠償を請求することができないものとする。 

(6) (3)～(5)の内容については、契約書に明記する。 

 

第８節 宇部市駐車場誘導等業務 

１ 実施体制 

(1) 配置人員 

１名 

(2) 業務時間 

開庁日の８時３０分から１７時１５分まで 
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２ 業務内容 

(1) 横断歩道付近に立ち、宇部市駐車場に入場する車両と歩行者の接触事故を予防するた

め、車両及び歩行者の交通誘導を行う。 

(2) 立体駐車場又は平面駐車場が満車の場合は、スムーズに空車の駐車場に車両が駐車で

きるよう誘導する。 

(3) 障害者等用駐車区画を利用される車両は、立体駐車場へ誘導する。 

(4) 宅配便・自動販売機等の業者車両は、平面駐車場へ誘導する。 

 

３ 業務報告 

   翌開庁日に、統括管理責任者は本市へ業務日誌を提出すること。また、宇部市駐車場

内で事故が発生した場合は、速やかに本市に報告すること。 

 

４ 誘導員の服装 

誘導員は専用被服を着用し、かつ誘導員である旨の明示（腕章等）を行い、被服はつとめ

て清潔でなければならない。 

 

５ 管理一般上の注意 

(1) 宇部市駐車場での事故を防止するため、この服務の大要を示すものであるから、業務の

性質上当然行わなければならない事項と突発的に行う事項があり、そのいずれも統括管

理責任者の指示に従うものとし、誠実に実施するものとする。 

(2) 敷地内での接触事故等は、当該事故の当事者の協議によって解決されるものであり、む

やみに介入は避けること。ただし、誘導員が誘導し、その結果接触事故が発生した場

合、その原因が誘導員の過失による場合は、すべて受託者がその責任を負うものとす

る。 

(3) 誘導整理に当たっては、公共性を認識し、言語や動作等に注意し失礼のないよう、市の

体面を傷つけないよう心がけること。 


